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（１）一  般  事  項

  １  契 約 名　 兵庫県西播磨総合庁舎　電話交換機設備賃貸借契約

  ２　設 置 場 所　 兵庫県赤穂郡上郡町光都２-２５

  ３　契 約 期 間 等　 契約期間は令和８年４月１日から令和１４年７月３１日までとし、

令和８年７月３１日までに全ての作業を終了すること。

賃貸借期間は令和８年８月１日から令和１４年７月３１日までとする。（７２か月）

（２）仕 様 等

 　１．別紙仕様書に示す電話交換機設備の更新設置を実施する。

 　２．設置は、前記の賃貸借開始日までに行うこととし、設置作業工程については、西播磨県民局総務企画室総務防災課　担当係員と

 　　　打合せのうえ決定すること。

（３）そ の 他 事 項

 　１．作業時間、作業車の駐車位置、器材の搬入経路等については、事前に担当係員と打合せを行うこと。

 　２．作業現場の安全性に関する管理は、現場代理人が責任者となり、関係法令にしたがって行うこと。

 　３．仕様書に明記なきといえども、作業場必要なものは、請負業者の責任で行うこと。

 　４．本設備の設置に関して必要となる手続き等は、請負者が代行するものとする。

 　５．「旧→新」切り替え作業を行う前に、電話機の取り扱い説明を十分に行うこと。



兵庫県西播磨総合庁舎

名　  　   　　　称 メーカー・品番 数   量 単位 単 価（円） 金  　　額

Ⅰ　本体関連合計

〔電話交換機設備構成〕 1 式

〔多機能電話機〕 26 台

〔アナログ一般電話機〕 173 台

Ⅰ　本体関連合計

Ⅱ　工事代金　計 1 式

合計（Ⅰ+Ⅱ）

月額賃貸借料（税抜）

消費税10％

月額賃貸借料（税込）

消耗品・材料費
諸経費
既設機器撤去を含む

備　　　考


